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(57)【要約】
【課題】フィーダにリールを誤装着してスプライシング
を行ったときに誤実装の発生を防止できるスプライシン
グ誤作業防止方法を提供すること。
【解決手段】スプライシング後に次リール２３としてフ
ィーダ２１に装着された装着リール２３の識別情報を端
末機８０により読取って装着リール部品の部品種を識別
するようにしている。よって、正しい部品が収容された
リール２３に交換され該リール２３のテープ２４が繋げ
られたことをシステム的にチェックすることができ、誤
った部品が基板に装着されることを防止することができ
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部品実装機の部品供給装置に設けられたスロットに装着されたフィーダに着脱可能に装
着され、多数の部品を収容したテープが巻回された現リールに巻回された前記テープに次
に前記フィーダに装着される次リールに巻回された前記テープを接続するスプライシング
の誤作業防止方法であって、
　前記現リールの識別情報を読取手段により読取り、前記現リールに巻回された前記テー
プに収容された現リール部品の部品種を識別する現リール部品種識別工程と、
　前記次リールとして前記フィーダ近傍に搬入された搬入リールの識別情報を前記読取手
段により読取り、前記搬入リールに巻回された前記テープに収容された搬入リール部品の
部品種を識別する搬入リール部品種識別工程と、
　スプライシング後に前記次リールとして前記フィーダに装着された装着リールの識別情
報を前記読取手段により読取り、前記装着リールに巻回された前記テープに収容された装
着リール部品の部品種を識別する装着リール部品種識別工程と、
　前記現リール部品種識別工程で識別された前記現リール部品の部品種と前記装着リール
部品種識別工程で識別された前記装着リール部品の部品種とが異なる場合にスプライシン
グの誤作業と判定する判定工程と、を含むことを特徴とするスプライシング誤作業防止方
法。
【請求項２】
　請求項１に記載のスプライシング誤作業防止方法において、
　前記装着リール部品種識別工程は、前記装着リールの識別情報の前記読取手段による読
取りがスプライシング後の新しい前記テープから前記部品が取出されるまでに行われなか
った場合、前記装着リールが装着された前記フィーダからの前記部品の供給を停止するこ
とを特徴とするスプライシング誤作業防止方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のスプライシング誤作業防止方法において、
　前記判定工程は、前記現リールの識別情報の前記読取手段による読取りから前記装着リ
ールの識別情報の前記読取手段による読取りまでの経過時間が第１所定時間以上である場
合にスプライシングの誤作業と判定することを特徴とするスプライシング誤作業防止方法
。
【請求項４】
　請求項３に記載のスプライシング誤作業防止方法において、
　前記判定工程は、前記現リールの識別情報の前記読取手段による読取りから前記装着リ
ールの識別情報の前記読取手段による読取りまでの経過時間が第１所定時間より短い第２
所定時間以下である場合にスプライシングの誤作業と判定することを特徴とするスプライ
シング誤作業防止方法。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載のスプライシング誤作業防止方法において、
　前記判定工程は、前記装着リールが前記フィーダに装着されたことを検知し、かつ前記
現リール部品種識別工程で識別された前記現リール部品の部品種と前記装着リール部品種
識別工程で識別された前記装着リール部品の部品種とが異なる場合にスプライシングの誤
作業と判定することを特徴とするスプライシング誤作業防止方法。
【請求項６】
　請求項１又は２に記載のスプライシング誤作業防止方法において、
　前記装着リール部品種識別工程は、スプライシング後に前記次リールとして前記フィー
ダに装着された前記装着リールに付された識別手段を前記フィーダに取付けられた読取手
段により読取り、
　前記判定工程は、前記読取手段が前記識別手段を読取ったことから前記装着リールが前
記フィーダに装着されたことを認識し、かつ前記現リール部品種識別工程で識別された前
記現リール部品の部品種と前記装着リール部品種識別工程で識別された前記装着リール部
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品の部品種とが異なる場合にスプライシングの誤作業と判定することを特徴とするスプラ
イシング誤作業防止方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上に部品を装着する部品実装機においてフィーダにリールを誤装着して
スプライシングを行ったときに誤実装を発生させないようにしたスプライシング誤作業防
止方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィーダからなる部品供給装置を備えた部品実装機においては、フィーダに多数の部品
を収容したテープを巻回したリールが着脱可能に取付けられ、部品切れが生ずる場合には
、スプライシングによって部品の補給を行うようになっている。すなわち、フィーダに取
付けた現リールに収容された部品の残量が少なくなると、現リールを同じ種類の部品を収
容した次リールに交換し、次リールに巻回したテープを部品の残量が少なくなったテープ
に接続するスプライシングを行い、かかるスプライシングによって部品を補給し、部品の
供給作業を継続して行えるようにしている。かかるスプライシング時においては、部品の
誤実装を防止するために部品照合を実行している。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載の発明では、現リール（部品ユニット）の部品が無くなって
次リールに交換する作業が必要になったときに、先ず、次リールの識別情報を読取って予
め記憶している実装情報の識別情報（部品種データおよびリール固有データ）と照合する
。この照合により両部品種データが一致しているときは、次リールの種類が正しいと認識
する。次に、読取った次リールの識別情報を前回のリール交換作業時に読取った現リール
の識別情報と照合する。この照合により両リール固有データが一致していないときは、現
リールの識別情報の二度読み等の問題が生じていないこととなり、正しい次リールである
と認識する。
【０００４】
　また、特許文献２に記載の発明では、次リール（テーピング電気部品）の識別情報（識
別情報）を読取ってからスプライシング作業を行い、その後にテープの接続部を検出する
までの時間が基準時間内であるときに、読取識別情報はスプライシング作業に伴って読取
られた情報であると判定し、読取識別情報と予め記憶されている基準識別情報とを照合す
る。この照合により両識別情報が一致しているときは、正しい部品を収容したテープが接
続されたと認識する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１３５０２３号公報（段落番号００８１～００８８、図４
）
【特許文献２】特開２０００－１３０９２号公報（段落番号０１１５、図３２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の特許文献１に記載の発明では、現リールを次リールに交換した後に上記２回の識
別情報の照合作業を行い、正しい次リールに交換されたと認識してからスプライシング作
業を行うことにより部品の誤実装を防止できる。ところが、リール交換は作業者が行う作
業であるため、定められた手順通りに行われる保証はなく、上記２回の識別情報の照合作
業を行った後に現リールを次リールに交換した場合は、以下のような問題が発生するおそ
れがある。
【０００７】
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　すなわち、２回の識別情報の照合作業を行った次リールに収容されたＡ種の部品とは異
なるＢ種の部品が収容されたリールを次リールと勘違いして交換してしまった場合である
。この場合、Ａ種の部品とＢ種の部品が異なる形状のものであれば、Ａ種の部品を部品実
装機の吸着ノズルによって吸着した際に、吸着ノズルによって吸着された部品を撮像する
部品認識用カメラで撮像した画像を処理することによって、誤った部品が吸着されている
ことを検出できる。ところが、Ａ種の部品とＢ種の部品の形状がほぼ同じ場合には、画像
処理によっては異常を検出することができず、誤った部品が基板に装着されることになる
。
【０００８】
　また、上述の特許文献２に記載の発明では、次リールの識別情報の読取り時からフィー
ダによるテープの接続部の検出時までの時間が基準時間内であれば、正しい部品を収容し
たテープが接続されたと認識している。ところが、スプライシングは作業者が行う作業で
あるため、次リールの識別情報を読取ったときは正しい次リールであっても、次リールに
収容されたＡ種の部品とは異なるＢ種の部品が収容されたリールを次リールと勘違いして
スプライシング作業を行ってしまったときは、上述の理由により誤った部品が基板に装着
されることになる。
【０００９】
　以上のように、特許文献１，２に記載の発明では、次リールに収容されたＡ種の部品と
は異なるＢ種の部品が収容されたリールに交換されたり該リールのテープが繋げられても
、システム的にチェックすることができず、正しくないＢ種の部品が吸着ノズルに吸着さ
れたり、基板に装着されることになり、後工程が煩雑となる問題がある。
【００１０】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、フィーダにリールを誤装
着してスプライシングを行ったときに誤実装の発生を防止できるスプライシング誤作業防
止方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決するために、請求項１に係る発明の構成上の特徴は、部品実装機の
部品供給装置に設けられたスロットに装着されたフィーダに着脱可能に装着され、多数の
部品を収容したテープが巻回された現リールに巻回された前記テープに次に前記フィーダ
に装着される次リールに巻回された前記テープを接続するスプライシングの誤作業防止方
法であって、前記現リールの識別情報を読取手段により読取り、前記現リールに巻回され
た前記テープに収容された現リール部品の部品種を識別する現リール部品種識別工程と、
前記次リールとして前記フィーダ近傍に搬入された搬入リールの識別情報を前記読取手段
により読取り、前記搬入リールに巻回された前記テープに収容された搬入リール部品の部
品種を識別する搬入リール部品種識別工程と、スプライシング後に前記次リールとして前
記フィーダに装着された装着リールの識別情報を前記読取手段により読取り、前記装着リ
ールに巻回された前記テープに収容された装着リール部品の部品種を識別する装着リール
部品種識別工程と、前記現リール部品種識別工程で識別された前記現リール部品の部品種
と前記装着リール部品種識別工程で識別された前記装着リール部品の部品種とが異なる場
合にスプライシングの誤作業と判定する判定工程と、を含むことである。
【００１２】
　請求項２に係る発明の構成上の特徴は、請求項１に記載のスプライシング誤作業防止方
法において、前記装着リール部品種識別工程は、前記装着リールの識別情報の前記読取手
段による読取りがスプライシング後の新しい前記テープから前記部品が取出されるまでに
行われなかった場合、前記装着リールが装着された前記フィーダからの前記部品の供給を
停止することである。
【００１３】
　請求項３に係る発明の構成上の特徴は、請求項１又は２に記載のスプライシング誤作業
防止方法において、前記判定工程は、前記現リールの識別情報の前記読取手段による読取
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りから前記装着リールの識別情報の前記読取手段による読取りまでの経過時間が第１所定
時間以上である場合にスプライシングの誤作業と判定することである。
【００１４】
　請求項４に係る発明の構成上の特徴は、請求項３に記載のスプライシング誤作業防止方
法において、前記判定工程は、前記現リールの識別情報の前記読取手段による読取りから
前記装着リールの識別情報の前記読取手段による読取りまでの経過時間が第１所定時間よ
り短い第２所定時間以下である場合にスプライシングの誤作業と判定することである。
【００１５】
　請求項５に係る発明の構成上の特徴は、請求項１又は２に記載のスプライシング誤作業
防止方法において、前記判定工程は、前記装着リールが前記フィーダに装着されたことを
検知し、かつ前記現リール部品種識別工程で識別された前記現リール部品の部品種と前記
装着リール部品種識別工程で識別された前記装着リール部品の部品種とが異なる場合にス
プライシングの誤作業と判定することである。
【００１６】
　請求項６に係る発明の構成上の特徴は、請求項１又は２に記載のスプライシング誤作業
防止方法において、前記装着リール部品種識別工程は、スプライシング後に前記次リール
として前記フィーダに装着された前記装着リールに付された識別手段を前記フィーダに取
付けられた読取手段により読取り、前記判定工程は、前記読取手段が前記識別手段を読取
ったことから前記装着リールが前記フィーダに装着されたことを認識し、かつ前記現リー
ル部品種識別工程で識別された前記現リール部品の部品種と前記装着リール部品種識別工
程で識別された前記装着リール部品の部品種とが異なる場合にスプライシングの誤作業と
判定することである。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に係る発明によれば、現リールの識別情報を読取手段により読取って現リール
部品の部品種を識別するようにしている。よって、例えば隣接するフィーダに装着されて
いるリールを現リールと間違えて識別情報を読取り、誤った現リール部品の部品種を識別
してしまうような事態を防止することができる。また、次リールとして搬入リールの識別
情報を読取手段により読取って搬入リール部品の部品種を識別するようにしている。よっ
て、誤った部品が収容されたリールが搬入されたときにはスプライシングに移行せず無駄
な作業の発生を防止することができる。また、スプライシング後に次リールとしてフィー
ダに装着された装着リールの識別情報を読取手段により読取って装着リール部品の部品種
を識別するようにしている。よって、正しい部品が収容されたリールに交換され該リール
のテープが繋げられたことをシステム的にチェックすることができ、誤った部品が基板に
装着されることを防止することができる。
【００１８】
　請求項２に係る発明によれば、装着リールの識別情報の読取手段による読取りがスプラ
イシング後の新しいテープから部品が取出されるまでに行われなかった場合、装着リール
が装着されたフィーダからの部品の供給を停止するようにしているので、誤った部品が基
板に装着されることを防止することができる。
【００１９】
　請求項３に係る発明によれば、現リールの識別情報の読取りから装着リールの識別情報
の読取りまでの経過時間が第１所定時間以上である場合にスプライシングの誤作業と判定
するようにしている。上記経過時間が第１所定時間以上であるときは、現リールの識別情
報の読取りから装着リールの識別情報の読取りまでの読取作業が一連の作業として行われ
ず、その間に別の作業が不正に行われた可能性が高い。しかし、作業時間に制限をかけて
読取作業が制限時間以上掛かったときはスプライシングの誤作業と判定するので、読取作
業に専念でき不正作業を防止することができる。
【００２０】
　請求項４に係る発明によれば、現リールの識別情報の読取りから装着リールの識別情報
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の読取りまでの経過時間が第２所定時間以下である場合にスプライシングの誤作業と判定
するようにしている。上記経過時間が第２所定時間以下であるときは、スプライシング作
業が省略された可能性が高い。しかし、作業時間に制限をかけて読取作業が制限時間以下
しか掛からなかったときはスプライシングの誤作業と判定するので、スプライシング作業
忘れを防止することができる。
【００２１】
　請求項５に係る発明によれば、装着リールがフィーダに装着されたことを検知し、かつ
現リール部品の部品種と装着リール部品の部品種とが異なる場合にスプライシングの誤作
業と判定するので、スプライシング作業忘れを防止することができる。
【００２２】
　請求項６に係る発明によれば、装着リールがフィーダに装着されたことを検知し、かつ
現リール部品の部品種と装着リール部品の部品種とが異なる場合にスプライシングの誤作
業と判定するので、スプライシング作業忘れを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係るスプライシング誤作業防止方法の一実施の形態を実現可能な部品実
装システムを示す斜視図である。
【図２】図１の部品実装システムのフィーダおよびその周辺部を示す概略図である。
【図３】図１の部品実装システムの制御装置の主要部を示すブロック構成図である。
【図４】図１の部品実装システムの端末機を示す平面図である。
【図５】本発明に係るスプライシング誤作業防止方法の第１の実施の形態を説明するため
のフローチャートである。
【図６】本発明に係るスプライシング誤作業防止方法に使用されるリール番号と部品種と
の対応関係を示すテーブル構成例を示す図である。
【図７】本発明に係るスプライシング誤作業防止方法の第２の実施の形態を説明するため
のフローチャートである。
【図８】本発明に係るスプライシング誤作業防止方法の第３の実施の形態を説明するため
のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の説明において、基
板の搬送方向をＸ軸方向と称し、水平面内においてＸ軸方向に直角な方向をＹ軸方向と称
し、Ｘ軸方向とＹ軸方向とに直角な方向をＺ軸方向と称する。図１に示すように、本発明
のスプライシング誤作業防止方法を実現する部品実装システムは、基板搬送装置１０と、
部品供給装置２０および部品装着装置４０を有する部品実装機１をＸ軸方向に複数台（図
１では２台示す）直列に配置して構成された部品実装ラインと、部品実装ラインを制御す
る制御装置６０（図３参照）と、該制御装置６０と通信可能な端末機８０（図４参照、本
発明の「読取手段」に相当する）とから構成されている。
【００２５】
　部品供給装置２０には、フィーダ２１を着脱可能に装着するスロット２２（図２参照）
がＸ軸方向に複数直列に設けられている。図２に示すように、フィーダ２１には、多数の
部品Ｐを間隔を有して一列に収容したテープ２４が巻回されたリール２３が着脱可能に保
持されている。フィーダ２１の内部には、テープ２４をピッチ送りする駆動源となるモー
タ２５によって駆動されるスプロケット２６が回転可能に支承され、このスプロケット２
６にテープ２４に形成された送り穴が係合されている。さらに、フィーダ２１には、テー
プ２４のスプライシング部（接続部）を検出するスプライシング検出装置２７が設けられ
ている。また、フィーダ２１には、モータ２５を制御するための制御部２８が内蔵されて
いる。
【００２６】
　フィーダ２１は、スロット２２にスライド可能に係合されるようになっており、フィー
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ダ２１の差込み側の先端には、スロット２２に設けられ制御装置６０に接続された通信コ
ネクタ２９に接続可能な通信コネクタ３０が設けられている。フィーダ２１の通信コネク
タ３０は、フィーダ２１がスロット２２にスライドして装着されることにより、スロット
２２の通信コネクタ２９に接続され、スロット２２側からフィーダ２１に電源が供給され
るとともに、フィーダ２１と制御装置６０との間で必要な制御信号を送受信できるように
なっている。リール２３には、該リール２３の識別情報を表わすバーコード３２が貼付さ
れている。このバーコード３２は、端末機８０によって読取られ、これによりリール２３
の識別情報が取得され、後述する制御装置６０に送信されてＲＡＭ６３に記憶される。
【００２７】
　この部品供給装置２０では、フィーダ２１にリール２３が保持され、スロット２２にフ
ィーダ２１がスライド係合されると、リール２３に巻回されたテープ２４は、スプロケッ
ト２６の回転によって１ピッチずつ送り出され、テープ２４に収容された部品Ｐが、フィ
ーダ２１の先端部に設けられた部品供給位置２１ａに順次供給される。部品供給位置２１
ａに供給された部品Ｐは、後述する部品装着装置４０の吸着ノズル４７に吸着され、基板
搬送装置１０によって部品実装位置に位置決めされた基板Ｓ上に装着される。そして、リ
ール２３に収容した部品Ｐの残量が少なくなると、スプライシングによって部品Ｐが補給
される。
【００２８】
　図１に示すように、基板搬送装置１０は、一例として、２台の搬送装置１１，１２を並
設したダブルコンベアタイプのものからなっている。搬送装置１１，１２は、部品装着装
置４０の基台４１上にそれぞれ一対のガイドレール１３ａ，１３ｂを互いに平行に対向さ
せてそれぞれ水平に並設し、これらガイドレール１３ａ，１３ｂによりそれぞれ案内され
る基板Ｓを支持して搬送する図略の一対のコンベアベルトを互いに対向させて並設して構
成されている。また、基板搬送装置１０には、所定位置に搬送された基板Ｓを持ち上げて
クランプする図略のクランプ装置が設けられている。
【００２９】
　この基板搬送装置１０では、部品Ｐを実装する基板Ｓは、ガイドレール１３ａ，１３ｂ
により案内されつつコンベアベルトによりＸ軸方向に部品実装位置まで搬送される。部品
実装位置に搬送された基板Ｓは、クランプ装置によって部品装着位置に位置決めクランプ
される。
【００３０】
　図１に示すように、部品装着装置４０は、ＸＹロボットからなり、ＸＹロボットは、基
台４１上に装架されて基板搬送装置１０および部品供給装置２０の上方に配設され、ガイ
ドレール４２に沿ってＹ軸方向に移動可能なＹ軸スライド４３を備えている。Ｙ軸スライ
ド４３は、Ｙ軸サーボモータ４４の出力軸に連結されたボールねじを有するボールねじ機
構によってＹ軸方向に移動される。Ｙ軸スライド４３には、Ｘ軸スライド４５がＹ軸方向
と直交するＸ軸方向に移動可能に案内されている。Ｙ軸スライド４３にはＸ軸サーボモー
タ４６が設置され、このＸ軸サーボモータ４６の出力軸に連結された図略のボールねじ機
構によってＸ軸スライド４５がＸ軸方向に移動される。Ｘ軸スライド４５上には、部品Ｐ
を吸着するＺ軸方向に移動可能な吸着ノズル４７を保持した部品装着ヘッド４８が設けら
れている。また、Ｘ軸スライド４５上には、基板認識用カメラ４９が設けられている。ま
た、基台４１上には、部品認識用カメラ５０が固定されている。
【００３１】
　この部品装着装置４０では、部品実装位置に位置決めされた基板Ｓ上に設けられた基板
マークが、基板認識用カメラ４９により検出される。そして、この基板マークの位置に基
づいて部品装着ヘッド４８がＸＹ方向に位置補正される。また、吸着ノズル４７に吸着さ
れた部品Ｐは、部品認識用カメラ５０により部品供給装置２０の部品供給位置２１ａから
基板Ｓ上の所定位置に移動する途中で撮像され、吸着ノズル４７の中心に対する部品Ｐの
芯ずれ等が検出される。そして、この芯ずれ等に基づいて部品装着ヘッド４８のＸＹ方向
等の移動量が補正さる。これにより、部品Ｐは基板Ｓ上の定められた座標位置に正確に装
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着される。
【００３２】
　図３に示すように、制御装置６０は、ＣＰＵ６１、ＲＯＭ６２、ＲＡＭ６３およびそれ
らを接続するバス６４を備え、バス６４には入出力インターフェース６５が接続されてい
る。この制御装置６０は、部品実装ラインを制御する装置であるが、図３においては、部
品供給装置２０の制御系のみが示されている。すなわち、入出力インターフェース６５に
は、端末機８０との信号の送受信により部品照合プログラムを実行する部品照合部６６、
詳細は後述するが所定の作業間の経過時間を計測する計時部６７、およびフィーダ２１を
駆動するフィーダ駆動部６８等がそれぞれ接続されている。
【００３３】
　制御装置６０には、さらに、情報の入力を行うキーボードおよび情報等の表示を行う表
示装置を備えた入出力装置６９が接続されている。制御装置６０のＲＯＭ６２には、部品
照合プログラム、リール２３の識別情報と該リール２３に収容された部品の部品種情報と
の対応関係を表すテーブルＴ（図６参照）、並びに計時部６７によって計測される所定の
作業間の経過時間に制限をかけるための第１所定時間Ｔ１および該第１所定時間Ｔ１より
短い第２所定時間Ｔ２等が保存されている。制御装置６０のＲＡＭ６３には、端末機８０
によって読取られるリール２３の識別情報、計時部６７によって計測される作業時間等が
保存される。
【００３４】
　図４に示すように、端末機８０は、バーコード３２の読取り機能を備えたバーコードリ
ーダもしくは携帯情報端末機（ＰＤＡ）等であり、液晶等でなる表示部８１と、タッチキ
ー等の入力部８２と、光学式の読取部８３とを備えている。この端末機８０は、制御装置
６０と無線もしくは有線により通信可能に構成されている。端末機８０が無線通信機能を
備えているときは、作業者の行動範囲が規制されることはなく、離れた場所においても部
品照合を確実に行うことができる。
【００３５】
　次に、スプライシング誤作業防止方法の第１の実施形態について、図５に示すフローチ
ャートおよび図６に示すテーブル構成例を参照して説明する。作業者は、フィーダ２１に
取付けた現リール２３に収容された部品の残量が少なくなったことを確認したら、現リー
ル２３のバーコード３２の識別情報を端末機８０の読取部８３により読取り、読取った識
別情報を制御装置６０に送信する（図５ステップ１、本発明の「現リール部品種識別工程
」に相当する）。制御装置６０は、作業者により端末機８０から送信される現リール２３
の識別情報を入力したら、図６のリール識別情報と部品種情報との対応関係を表すテーブ
ルＴに基づいて現リール２３に巻回されたテープ２４に収容された現リール部品の部品種
情報を識別する（図５ステップ２、本発明の「現リール部品種識別工程」に相当する）。
例えば、読取れらた現リール２３のリール番号が“ａ－１”であるとき、部品種は“ＡＡ
Ａ－１”と識別される。
【００３６】
　作業者は、次リール２３としてフィーダ２１近傍に搬入された搬入リール２３のバーコ
ード３２の識別情報を端末機８０の読取部８３により読取り、読取った識別情報を制御装
置６０に送信する（図５ステップ３、本発明の「搬入リール部品種識別工程」に相当する
）。制御装置６０は、作業者により端末機８０から送信される搬入リール２３の識別情報
を入力したら、図６のリール識別情報と部品種情報との対応関係を表すテーブルＴに基づ
いて搬入リール２３に巻回されたテープ２４に収容された搬入リール部品の部品種情報を
識別する（図５ステップ４、本発明の「搬入リール部品種識別工程」に相当する）。
【００３７】
　そして、制御装置６０は、識別した搬入リール部品の部品種情報と現リール部品の部品
種情報とが同一であるか否かを判断し（図５ステップ５）、両部品種情報が異なる場合は
、次リール２３として搬入されたリール２３が誤りであると判断してエラーメッセージを
端末機８０の表示部８１に表示する。そして、作業者は、エラーメッセージを確認したら
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、ステップ３に戻り、次リール２３として別のリール２３を搬入して該搬入リール２３の
バーコード３２の識別情報を端末機８０の読取部８３により読取り、読取った識別情報を
制御装置６０に送信し、上述のステップ４以降の処理を実行する。
【００３８】
　一方、ステップ５において、搬入リール部品の部品種情報と現リール部品の部品種情報
とが同一である場合は、次リール２３として搬入されたリール２３が正しいと判断して搬
入リール２３は正しい旨のメッセージを端末機８０の表示部８１に表示する。そして、作
業者は、搬入リール２３は正しい旨のメッセージを確認したら、搬入リール２３に巻回し
たテープ２４を現リール２３のテープ２４に接続するスプライシングを行い（図５ステッ
プ６、本発明の「装着リール部品種識別工程」に相当する）、現リール２３をフィーダ２
１から取り外して次リールとして搬入リール２３をフィーダ２１に装着する。
【００３９】
　作業者は、次リール２３としてフィーダ２１に装着された装着リール２３のバーコード
３２の識別情報を端末機８０の読取部８３により読取り、読取った識別情報を制御装置６
０に送信する（図５ステップ７、本発明の「装着リール部品種識別工程」に相当する）。
制御装置６０は、スプライシング後の新しいテープ２４から部品が取出されるまでに、装
着リール２３のバーコード３２の識別情報が端末機８０の読取部８３により読取られたか
否かを判断し（図５ステップ８、本発明の「装着リール部品種識別工程」に相当する）、
装着リール２３の識別情報が読取られていなかった場合、装着リール２３が装着されたフ
ィーダ２１からの部品の供給を停止して生産中止指令を端末機８０の表示部８１に表示す
る（図５ステップ１２、本発明の「判定工程」に相当する）。スプライシング後の新しい
テープ２４から部品が取出されるまでとは、例えば、次リール２３が装着されてからスプ
ライシング検出装置２７が部品を検出するまで、もしくは、現リール２３のテープ２４の
部品残数をカウントしていて部品残数をゼロになるまでが該当する。これにより、誤った
部品が基板に装着されることを防止することができる。
【００４０】
　一方、ステップ８において、装着リール２３の識別情報が読取られた場合、制御装置６
０は、作業者により端末機８０から送信される装着リール２３の識別情報を入力したら、
図６のリール識別情報と部品種情報との対応関係を表すテーブルＴに基づいて装着リール
２３に巻回されたテープ２４に収容された装着リール部品の部品種情報を識別する（図５
ステップ９、本発明の「装着リール部品種識別工程」に相当する）。
【００４１】
　そして、制御装置６０は、識別した装着リール部品の部品種情報と現リール部品の部品
種情報とが同一であるか否かを判断し（図５ステップ１０、本発明の「判定工程」に相当
する）、両部品種情報が異なる場合は、スプライシングが誤作業であると判定して生産中
止指令を端末機８０の表示部８１に表示する（図５ステップ１１，１２、本発明の「判定
工程」に相当する）。そして、作業者は、生産中止指令を確認したら、部品実装システム
を停止させて現生産スケジュールにおける基板への部品の実装を中止する。一方、ステッ
プ１０において、装着リール部品の部品種情報と現リール部品の部品種情報とが同一であ
る場合は、スプライシングが正しく行われたと判定して生産続行指令を端末機８０の表示
部８１に表示する（図５ステップ１３，１４、本発明の「判定工程」に相当する）。そし
て、作業者は、生産続行指令を確認したら、現生産スケジュールにおける基板への部品の
実装を続行する。
【００４２】
　以上のように、本実施形態のスプライシング誤作業防止方法によれば、現リール２３の
識別情報を端末機８０により読取って現リール部品の部品種を識別するようにしている。
よって、例えば隣接するフィーダ２１に装着されているリール２３を現リール２３と間違
えて識別情報を読取り、誤った現リール部品の部品種を識別してしまうような事態を防止
することができる。また、次リール２３として搬入リール２３の識別情報を端末機８０に
より読取って搬入リール部品の部品種を識別するようにしている。よって、誤った部品が
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収容されたリール２３が搬入されたときにはスプライシングに移行せず無駄な作業の発生
を防止することができる。また、スプライシング後に次リール２３としてフィーダ２１に
装着された装着リール２３の識別情報を端末機８０により読取って装着リール部品の部品
種を識別するようにしている。よって、正しい部品が収容されたリール２３に交換され該
リール２３のテープ２４が繋げられたことをシステム的にチェックすることができ、誤っ
た部品が基板に装着されることを防止することができる。
【００４３】
　次に、スプライシング誤作業防止方法の第２の実施形態について、図５のフローチャー
トに対応させて示す図７のフローチャートを参照して説明する。なお、図７のステップに
おいて図５のステップと同一動作は同一番号を付す。第２の実施形態のスプライシング誤
作業防止方法は、第１の実施形態のスプライシング誤作業防止方法と比較して、ステップ
２１およびステップ２２がステップ９とステップ１０との間に追加された点で異なる動作
となっており、ステップ９，２１，２２，１０，１１について以下に説明する。
【００４４】
　制御装置６０は、ステップ９において装着リール２３の装着リール部品の部品種情報を
テーブルＴに基づいて識別したら、計時部６７にて計測したステップ１における現リール
２３の識別情報の端末機８０の読取部８３による読取りからステップ７における装着リー
ル２３の識別情報の端末機８０の読取部８３による読取りまでの経過時間ｔが、予め設定
されている第１所定時間Ｔ１以上であるか否かを判断する（図７ステップ２１、本発明の
「判定工程」に相当する）。そして、上記経過時間ｔが第１所定時間Ｔ１以上であるとき
は、スプライシングが誤作業であると判定して生産中止指令を端末機８０の表示部８１に
表示する（図７ステップ１１，１２）。この生産中止は現リール２３の部品が無くなった
後に実行し、次リール２３の部品での生産を中止するようにする。
【００４５】
　ここで、第１所定時間Ｔ１とは、現リール２３の識別情報の読取りから装着リール２３
の識別情報の読取までの読取作業が一連の作業として行われたときに掛かる最長時間であ
る。上記経過時間ｔが第１所定時間Ｔ１以上であるときは、現リール２３の識別情報の読
取りから装着リール２３の識別情報の読取までの読取作業が一連の作業として行われず、
その間に別の作業が不正に行われた可能性が高い。しかし、作業時間に制限をかけて読取
作業が制限時間以上掛かったときはスプライシングの誤作業と判定するので、読取作業に
専念でき不正作業を防止することができる。
【００４６】
　一方、ステップ２１において、上記経過時間ｔが第２所定時間Ｔ１未満であるときは、
さらに、経過時間ｔが予め設定されている第２所定時間Ｔ２以下であるか否かを判断する
（図７ステップ２２、本発明の「判定工程」に相当する）。そして、上記経過時間ｔが第
２所定時間Ｔ２以下であるときは、スプライシングが誤作業であると判定して生産中止指
令を端末機８０の表示部８１に表示する（図７ステップ１１，１２）。一方、ステップ２
２において、上記経過時間ｔが第２所定時間Ｔ１を越えているときは、装着リール部品の
部品種情報と現リール部品の部品種情報とが同一であるか否かを判断し（図７ステップ１
０）、ステップ１１以降の処理を実行する。
【００４７】
　ここで、第２所定時間Ｔ２とは、現リール２３の識別情報の読取りから装着リール２３
の識別情報の読取までの読取作業が一連の作業として行われたときに掛かる最短時間であ
る。上記経過時間ｔが第２所定時間Ｔ２以下であるときは、スプライシング作業が省略さ
れた可能性が高い。しかし、作業時間に制限をかけて読取作業が制限時間以下しか掛から
なかったときはスプライシングの誤作業と判定するので、スプライシング作業忘れを防止
することができる。なお、ステップ２２を省略してステップ２１のみ実行するように構成
してもよい。
【００４８】
　次に、スプライシング誤作業防止方法の第３の実施形態について、図５のフローチャー
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トに対応させて示す図８のフローチャートを参照して説明する。なお、図８のステップに
おいて図５のステップと同一動作は同一番号を付す。第３の実施形態のスプライシング誤
作業防止方法は、第１の実施形態のスプライシング誤作業防止方法と比較して、ステップ
３１がステップ６とステップ７との間に追加された点で異なる動作となっており、ステッ
プ８を除くステップ６，３１，７，９，１０について以下に説明する。
【００４９】
　作業者は、搬入リール２３は正しい旨のメッセージを確認したら、搬入リール２３に巻
回したテープ２４を現リール２３のテープ２４に接続するスプライシングを行い（図８ス
テップ６）、現リール２３をフィーダ２１から取り外して次リール２３として搬入リール
２３をフィーダ２１に装着する（図８ステップ３１、本発明の「装着リール部品種識別工
程」に相当する）。装着リール２３がフィーダ２１に装着されたことは、図２に示すよう
に、フィーダ２１におけるリール２３の装着部に検知器３１を設けることにより検知する
ことができる。この検知器３１は、接触式もしくは非接触式のオン・オフセンサであり、
オン・オフ信号は制御装置６０に有線もしくは無線により入力されるようになっている。
【００５０】
　作業者は、次リール２３としてフィーダ２１に装着された装着リール２３のバーコード
３２の識別情報を端末機８０の読取部８３により読取り、読取った識別情報を制御装置６
０に送信する（図８ステップ７）。制御装置６０は、作業者により端末機８０から送信さ
れる装着リール２３の識別情報を入力したら、図６のリール識別情報と部品種情報との対
応関係を表すテーブルＴに基づいて装着リール２３に巻回されたテープ２４に収容された
装着リール部品の部品種情報を識別する（図８ステップ９）。そして、制御装置６０は、
ステップ３１において装着リール２３がフィーダ２１に装着されたことを検知器３１から
のオン信号により検知したら、装着リール部品の部品種情報と現リール部品の部品種情報
とが同一であるか否かを判断し（図８ステップ１０）、ステップ１１以降の処理を実行す
る。以上のように、装着リール２３がフィーダ２１に装着されたことを検知し、かつ現リ
ール部品の部品種と装着リール部品の部品種とが異なる場合には、スプライシングの誤作
業と判定するので、スプライシング作業忘れを防止することができる。
【００５１】
　また、第３の実施形態のスプライシング誤作業防止方法の変形例として、スプライシン
グ後に次リール２３としてフィーダ２１に装着された装着リール２３に付された識別手段
をフィーダ２１に取付けられた読取手段により読取る（図８ステップ７、本発明の「装着
リール部品種識別工程」に相当する）構成としてもよい。識別手段としては、装着リール
２３に貼付されるＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ）が使用され、読取手段としては、装着リール２３をフィーダ２１に装着したとき
にＲＦＩＤを検知可能なフィーダ２１の位置に取付けられるＩＤリーダが使用される。Ｒ
ＦＩＤには、装着リール２３の識別情報が書き込まれている。
【００５２】
　このような構成とすることにより、作業者は、装着リール２３の識別情報を端末機８０
の読取部８３で読取る必要はなく、装着リール２３をフィーダ２１に装着するのみで、制
御装置６０は、装着リール２３の識別情報を受信することができると共に装着リール２３
がフィーダ２１に装着されたことを認識することができる。そして、装着リール２３がフ
ィーダ２１に装着されたことを検知し、かつ現リール部品の部品種と装着リール部品の部
品種とが異なる場合にスプライシングの誤作業と判定するので、スプライシング作業忘れ
を防止することができる。
【符号の説明】
【００５３】
　１・・・部品実装機、１０・・・基板搬送装置、２０・・・部品供給装置、２１・・・
フィーダ、２２・・・スロット、２３・・・リール、２４・・・テープ、２７・・・スプ
ライシング検査装置、３１・・・検知器、３２…バーコード、４０・・・部品供給装置、
６０・・・制御装置、６６・・・部品照合部、６７・・・計時部、８０・・・端末機、８
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１・・・表示部、８３・・・読取部、８４～９１・・・表示領域。
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